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個 別 注 記 表 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 

 子会社株式 移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

 市場価格のない株式等以外のもの 

 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定し

ています。） 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

(2) デリバティブ取引        時価法 

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっています。 

 商品 移動平均法 

 製品及び仕掛品 個別法 

 原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法 

2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建 物 及 び 構 築 物 ８年～50年 

機械装置及び車両運搬具 ４年～10年 

工具、器具及び備品 １年～20年 
 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）につ



いては、社内における利用可能期間（２年

～５年）に基づく定額法。 

(3) リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・ 

 リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとして算定する定額法。 

 

3. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率に

より計算した金額を計上し、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上してい

ます。 

(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見

込額に基づき計上しています。 

(3) 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しています。 

(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務額（簡便法）を

計上しています。 

4. 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

5. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することと

なります。 

ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創

設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単

体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算

制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39号 

2020年３月 31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第 28号 2018年２月 16 日）第 44項の定めを適用せ

ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい

ております。  

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税

及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グルー

プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第

42号 2021年 8月 12日）を適用する予定であります。 

 



（会計方針の変更に関する注記） 

(1) 収益認識に関する会計基準等の適用 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準委員会 2020年３月 31日企業会計基準第

29号。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束し

た財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取

ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。 

 

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準委員会 2019年７月４日企業会計基準第

30号。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算

定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会 2019 年７

月４日企業会計基準第 10号）第 44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会

計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。 

なお、当事業年度の損益に影響はありません。 
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